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京都市明徳児童館における平常体制での運営再開について 

 

 平素より京都市明徳児童館（以下「当児童館」という。）児童館・学童クラブ

事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

 さて、１０月１２日に当館利用者および職員（約１４０名）を対象に実施しま

した新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査の結果、全員陰性であること

が判明しました。これにより、１０月１９日（火）まで臨時休館する旨をお知ら

せしておりましたが、京都市と相談のうえ、１０月１４日（木）より、平常体制

での運営を行うことになりましたのでお知らせいたします。（ただし、学童クラ

ブ事業は平常体制で行いますが、児童館事業については１４日（木）から１６日

（土）は自由来館のみとし、各種クラブ等の取組は１８日(月)より順次再開させ

ていただきます。） 

皆様には、この間、大変ご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げますと

ともに、ご理解とご協力いただきましたことに深くお礼申し上げます。 

 当児童館では、引き続き、手洗い、手指消毒、施設消毒作業等、感染拡大防止

対策を徹底してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 また、保護者の皆様におかれましても、引き続き、感染拡大防止対策及び健康

観察を行っていだたきますよう、よろしくお願い申し上げます。（子どもさんに

体調不良等がありましたら、どうぞご連絡くださいますようお願いいたします。） 


